
 

 
 
 

保存版  

入社時の必要書類 

 

 

 

 
新しい社員を採用する場合、必要な書類が様々あります。法律上必要なものと、安

心して働いていただくために必要なものがあります。 

主な書類をまとめましたので、企業として必要かどうか判断いただき、社員へご案

内くださいますようお願いいたします。 

 

【企業が準備する書類】  

 

1 労働条件通知書（または雇用契約書）  ※通知書は厚生労働省 HPからダウンロード可能☟ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html 

2 給与所得の扶養控除等（異動）申告書  ※申告書は国税庁 HPからダウンロード可能☟ 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 

3 誓約書（入社誓約書、機密保持及び個人情報保護に関する誓約書 等） 

4 身元保証書 

5 通勤手当支給申請書 

6 賃金に関する同意書 

7 入社連絡票《会社にてご記入後、出口事務所にご連絡ください。ご連絡後、２週間ほどで企業に健康保

険証が届きます。》※入社連絡システム等をご利用の場合はシステムにご入力ください。 

8 その他企業が必要とする書類 

 

【本人が準備する書類】 

 

1 マイナンバーの「通知カード」または「個人番号カード」の写し 

（所得税法上の扶養対象者も含む） 

2 写真付身分証明書の写し 

（個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード又は特別永住者証明書 等） 

3 【社会保険加入対象者】年金手帳または基礎年金番号通知書の写し（20歳以上の場合） 

4 【社会保険加入対象者で配偶者を扶養する場合】配偶者の年金手帳の写し 

5 【雇用保険加入対象者】雇用保険被保険者証（雇用保険に加入したことがある場合） 

6 【入社の年に給与収入がある場合】前職の給与所得者の源泉徴収票 

※年末調整時に必要な方だけご提出いただくことも可能です。 

7 【前職で住民税を給与から控除されており、今後も給与から控除を継続する場合】 

退職時に前職から渡された「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」 

8 【業務に必要な場合】登録証または免許証の写（公的資格を保有する者） 

9 【日本国籍以外の場合】在留カードまたは 外国人登録証 

10 その他企業が必要とする書類 

 

【運転業務をする場合】  

 

1 運転記録証明書  ※運転記録証明書のサンプルは自動車安全運転センターHP参照 ☟ 

http://www.jsdc.or.jp/certificate/career/index.html#002 

2 運転業務を行うにあたっての健康状態申告書 

 

Q&A 従業員を採用するときに必要な書類を教えてください 
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